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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
当会社は、2013年６月12日に、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第

７号の規定に基づき、当会社と株式会社日立製作所（以下、「日立」といいます。）との火力発電システムを主体とする

事業の統合（以下、「本事業統合」といいます。）に関する諸条件を定めた統合基本契約書及び合弁契約書の締結につい

て臨時報告書を提出しました。

　

当会社及び日立は、2013年８月１日、本事業統合のために当会社が設立した新会社（以下、「統合会社」といいます。）

とそれぞれとの間での本事業統合のための吸収分割契約書（以下「本吸収分割契約書」といいます。）の締結について、

また2013年12月13日、本事業統合後の統合会社の商号及び代表者について開示するため、金融商品取引法第24条の５第５

項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出しました。

　

当会社及び日立は、2013年12月18日、本吸収分割契約書の変更につき決定しましたので、上記臨時報告書（上記全ての訂

正報告書によって訂正されたものをいいます。）の記載事項の一部を変更するため、金融商品取引法第24条の５第５項の

規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものです。

　

２【訂正事項】

２　報告内容

　(２)　本事業統合の日程

　

　

３【訂正内容】

訂正箇所は＿（下線）を付して表示しております。

　

（訂正前） 

(２)　本事業統合の日程

2013年６月11日　　　　　本統合契約書締結

2013年７月31日　　　　　本吸収分割契約書締結

2014年１月１日（予定）　効力発生日　

　本会社分割は、当会社及び日立の両社において会社法第784条第３項の規定に基づく簡易吸収分割の手続きに

より、株主総会における承認を得ずに行う見込みです。　

　　

（訂正後）　

(２)　本事業統合の日程

2013年６月11日　　　　　本統合契約書締結

2013年７月31日　　　　　本吸収分割契約書締結

2014年２月１日（予定）　効力発生日　

　本会社分割は、当会社及び日立の両社において会社法第784条第３項の規定に基づく簡易吸収分割の手続きに

より、株主総会における承認を得ずに行う見込みです。

以　上　
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